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インターネットなどの通信技術の発達や経済のグローバル化による情報の取引の爆発的

な拡大に伴い、知的財産権に関する議論が一層活性化している中、世界は、国内産業保護

の観点から自国の知的財産法の保護水準を高めると同時に、国際的にも、その保護をより

一層強化するのが妥当な結論であるかのように動いているといっても過言ではない。 

本論文は、最近の知的財産権法制を取り巻くかかる環境の変化が、我々が今まで築いて

きた「法の抵触論」的視座や抵触法における方法論的秩序を揺るがすような状態を招いて

いる現実において、最近の知的財産権の更なる国際的権利拡張の動きが、はたして既存の

抵触法的秩序の中で何処まで容認できるものなのかを問うものである。このような「法の

抵触論」的分析を行うことは、抵触法的体系を明確にするという意味でも、知的財産権制

度の意義・本質を再認識するという意味でも、有意義なものであると筆者は信じている。 

法の抵触論的分析にあたっては、知的財産権法制を取り巻く現実認識やその問題点の提

示が、まず重要となる。そこで、本論文第１部では、最近の知的財産権の更なる国際的保

護強化の背景やアメリカ・日本を先頭とするプロパテント政策の実態を検討するとともに、

各国知的財産法制度のハーモナイゼーション論の実質法的問題点を明らかにした。それを

踏まえて、抵触法的見地から、最近のかかるハーモナイゼーション論が抱えている根本的

な問題、すなわち、ハーモナイゼーションのために締結されている条約自体の抵触法的位

置づけ問題や知的財産権の実質法上の属地主義に対する新たな直視の必要性、知的財産法

のいわゆる「域外適用」をどう考えるべきか、という問題を指摘し、抵触法的構造の中で

の妥当な解決の必要性やその方向性を提示した。これらの問題に対する動態的な抵触法的
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考慮なしには、真のハーモナイゼーションなるものは達成できないであろう。しかしなが

ら現実においては、条約から明確にもたらされる知的財産権の実質法上の属地主義につい

ては、その存在意味を失ったという議論までがなされており、それとともに、強い保護法

の輸出、他国国内法への干渉という形でのハーモナイゼーションが展開されており、さら

には、他国における知的財産権の“権利状況”を無視したまま、知的財産法のいわゆる「域

外適用」のための試みが行われているのである。本論文は、このような問題点を直視した

上での抵触法的分析であり、抵触法的な枠をはめてからの国際的保護こそが各国の知的財

産権制度の本質を守ることにもつながる、ということを明らかにすることをその目的とし

ている。 

かかる抵触論的分析のためには、まず、分析の枠となる抵触法的方法論を明確にする必

要がある。知的財産権と関連して、「実質法的価値」を重視しようとする現実においては、

とくにそうである。方法論的出発点をどこにおくべきかを考える際に重要なのは、抵触法

学において守るべき基本的価値を直視することである。その抵触法の基本的価値とは、各

国法制度間で優劣をつけることなく、「各国法の本質的平等」の観念から、国際的な生活関

係を営む私人の権利義務関係を明確にする、ということであり、それを守るためには、各

国法に対する実質法的価値判断を極力排除し、「各国法の本質的平等」の観念を実践しよう

とする、サヴィニー的伝統的方法論の現代的価値を再確認しなけらばならない。 

サヴィニー的伝統的方法論によって説かれている、実質法的正義と区分されるところの

「抵触法的正義」というのは、国際的生活を営む個人に最も密接な関係を有する法秩序を

探っていくための「内部的な革新」を常に要求するものであり、そのためには、「抵触法的

利益衡量」に基づく解釈論的実践が必要である。本論文は、現実における対立する方法論

的混乱を克服し、伝統的抵触法方法論の現代的意義を直視し、その内部的発展を極めるこ

とを、もう一つの目的としており、それが本論文の方法論的出発点であるといえる。 

このような本論文の基本的方法論から、まず第 2 部においては、法の選択と適用の場面

における知的財産権の国際的保護強化に関する抵触法的分析を行った。具体的には、まず、

法の選択と適用問題を考える際には、サヴィニー的方法論が私法的法律関係にのみ妥当な

ものであるという、画一的な公法・私法峻別論は克服されるべきであるということを、そ

の前提におく必要があるであろう。そして、国際私法規定による硬直的な連結にならない

ように、当事者自治の原則や「特徴的給付」の理論の場合も含め、準拠法選択上の一般条

項としての「最も密接な関係の原則」に基づいて、準拠法選択は、個別事案に応じて、個

別的・具体的に判断しなければならない。また、性質決定と関連しては、性質決定の段階

において、準拠法選択上の事案の分断がなるべく生じないような解釈論上の工夫が必要で

あり、性質決定の対象を、「法律関係」よりも「実際の紛争事実関係」に着目する必要もあ

る。さらに、外国法の解釈の際にも、事案の国際性を勘案した外国法の動態的解釈という

「抵触法的利益衡量」が必要となるということである。これらのことが、伝統的な方法論

の「内部的革新」につながるのである。 
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他方、かかる方法論からは、国際裁判管轄の決定や外国判決の承認執行という抵触法的

問題についても、上記の、「抵触法的正義」を実現するための「抵触法的利益衡量」は必要

となる。すなわち、かかる「抵触法的利益衡量」は、国際裁判管轄の決定においては、管

轄原因の決定の際の抵触法的価値判断や、「特段の事情」論という形で、また、外国判決の

承認執行の場面においては、承認執行制度の本質からもたらされるところの、外国法の承

認執行に対する承認国の訴訟政策上の考慮と関連して、承認執行の要件の判断や当該外国

判決の国内的効力の範囲などの問題についての承認国自身の抵触法上の価値判断という形

で現れるのである。これらに関する分析は、第 3部において行った。 

以上のような方法論を踏まえて、知的財産権における抵触法的観点を論ずる際に、まず

もって明確しなければならないのが、知的財産権の属地主義の原則が抵触法的問題にどの

ように影響するか、ということである。この点につき、本論文第 2 部・第 3 部は、侵害事

件、不正競争行為、契約事件、職務発明および職務著作といった知的財産権の具体的事案

に対する抵触法的分析を行い、抵触法的分析の枠内での国際的保護の範囲を提示している

が、そこから導き出される、抵触法ルールとしての「保護国法主義」と属地主義の原則と

の関係の基本構造は、以下のようなものである。すなわち、法の「選択」の段階において、

条約から明確にもたらされる知的財産権の属地主義の原則は、各国における条約の国内的

受容の程度との関係で、属地主義と関連した条約規定が自動執行性を有する規定として、

法廷地において絶対的強行規定として適用されている国においては、属地主義からもたら

される「保護国法への連結」という抵触法ルール（つまり、抵触法上の属地主義）が絶対的

に影響する、ということである。ただし、具体的な「保護国」が何処なのかという具体的

プロセスについて条約は明確な言及をしていないため、その具体的な保護国法は、当該紛

争事実との関係で、各国の国際私法ルールに従って、事案に応じて柔軟に決定されること

になる。また、法の「適用」の段階においても、権利の属地的独立性から他国の知的財産

法秩序への介入が（条約上）不可能、つまり、他国での知的財産権に対する“権利状況”を

考慮することなしに、自国の知的財産法に基づいて他国での行為に対して差止等を認めて

はいけない、という意味での実質法上の属地主義の原則は、準拠法としての保護国法の解

釈適用の際に考慮されることになる。これは侵害行為の一部が他国で行われたとされる場

合やユビキタス(ubiquitous)侵害の場合にも基本的に同様である。さらに、かかる実質法

上の属地主義の原則は、当事者による準拠法の事後的変更を制限したり、属地主義の原則

に反する外国法については、公序の発動を待つのではなく、まさにこれが直接適用され、

当該外国法が適用されないことになるのである。その反面、不正競争防止法において保護

されている属地的性格を有しない知的財産（例えば、営業秘密）、契約関連事件、また職務

発明および職務著作に関する事案は、知的財産権の属地主義が及ばない事柄として、通常

の抵触法的処理の枠組の中で処理すればよい。 

つぎに、かかる実質法上の属地主義の原則は、知的財産訴訟における国際裁判管轄の決

定にどのような影響を及ぼすのか。この点につき、かかる属地主義の原則は、属地的独立
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性を意味する実体法上の原則であって、国際裁判管轄決定の場面においてまで、知的財産

権の登録国などに管轄を限定させるような硬直的なものではない、ということに注意すべ

きである。したがって、属地主義を理由に権利の有効性について（または侵害も含めて）登

録国の専属管轄を認める必然的理由はないのである。実際に問題となるのは、裁判管轄で

はなく、有効性（または侵害）をどこの国の法により判断するかという準拠法の問題である。

このような点を踏まえて考えると、国際的な知的財産訴訟において併合管轄、合意管轄や

保全処分としての域外的差止命令の管轄、不法行為地管轄、債務履行地管轄を考える際は、

属地主義の原則による知的財産権の特殊性にこだわることなく、通常の国際裁判管轄の決

定における抵触法的価値判断に従い、個別的に裁判管轄を決定すればよいのである。これ

は、ユビキタス侵害の場合にも、同様である。他方、外国判決の承認執行の場面において

は、承認国の属地主義の原則に違反する外国の域外的差止命令について、条約の直接適用

により、それを承認国においてはダイレクトに承認しないとすることができる。 

以上を踏まえて、最近の知的財産権の国際的保護強化の動きをみてみると、そこには、

知的財産の実質法上の属地主義に反する形での、内国法への干渉、域外適用の試みが随所

に見られており、不当であるといわざるをえない。しかし、国によって抵触法的方法論が

異なっており、条約の国内的受容関係もお互いに異なる点からして、このような状況につ

き、すべての国において同じことが言えるとは必ずしもいえない。このような事実を踏ま

えた場合、知的財産権の国際的保護強化のための知的財産法制度のハーモナイゼーション

論を考える際には、各国間で異なる抵触法的方法論、条約の国内的受容関係、条約規定の

自動執行性の有無の判断、各国における具体的な準拠法選択ルールの差などに関する動態

的な考察が、まずもって必要となるのである。それなしの“現実的必要性”による一方的

な保護強化や方法論的妥協によるハーモナイゼーションは、正当化されないというべきで

あろう。 

この点と関連して、本論文は、最近の、知的財産権の更なる国際的保護強化やその執行

の確保に対する要求から、知的財産権のための独自の抵触法ルールをつくろうとする国際

的な動きの中で提案されている、アメリカ法律協会の一連の原則（Principle）、ドイツの

マックスプランク知的財産権研究所の提案、そして、日本・韓国側の提案について、その

各提案の特徴と問題点を分析し、共通のルールの模索可能性を探ってみた。かかる提案は、

英米法系や大陸法系における抵触法的方法論の調和均衡をはかることをその目標としてい

るにもかかわらず、欧米による提案は、欧米におけるそれぞれの抵触法方法論上の基本的

なアプローチを依然として優先しており、その一方で、日韓による提案は、その両方法論

を同時に意識した規定ぶりとなっている。このような状況において、各国共通の抵触法的

統一ルールが、将来的に提案されうるとは、そう簡単には断言できないであろう。しかも、

知的財権に限局化された形で、かかる統一ルールづくりが必要であるかは、そもそも疑問

である。かりに、そのような統一ルールが提案されたとしても、条約の解釈のズレや各国

における条約の国内的受容の程度の差からして、各国における当該ルールの抵触法的位置

 4



 5

づけが問題となるのである。 

「法の抵触」が常に存在する現実世界において、我々としてなすべきことは、知的財産

権に限局化された場面において、かかる方法論的妥協をするのではなく、各国法の基本的

平等と「抵触法的正義」の実現という抵触法的価値を重視する伝統的方法論の現代的意義

を再認識し、その内在的発展を極めていくことに尽きる。これが、各国の知的財産権制度

の本質を守ることにもつながるのである。 


